
1 開催概要

(1)開催期間

(2)開催場所

(3)主 催 者

2 募集内容

(1)募 集 数

第 26回 ジャパン・インターナシヨナル・シージー ドショー

愛媛県ブース出展者募集要項

令和 6年 8月 21日 (水)～ 8月 23日 (金) 3日間

東京国際展示場 東京ビッグサイト 東展示棟

(東京都江東区有明 3-11-1)

一般社団法人 六日本水産会

25小間程度

※ 1′lヽ F日月  W2.Om X D2.Om X H2.7m (予 定)

(2)出展対象 愛媛県内に主たる所在地又は製造事業所を有する水産物の生産 `加ェ販売事業者

であつて、令和 5年 8月 以前から継続的に愛媛県産の水産物を取 り扱つている者

(3)出展条件

① 愛媛県ブースでの出展が可能であること。

各出展者の出展ブースの運営 (準備及び撤去を含む)は、出展者で行っていただきます。
また、期間中、 1名 以上のスタッフを常駐いただきます。

② 愛残県産の水産物又はその加工品を出展できること。

愛媛県産以外の水産物ヌはその加工品を出展することも可能ですが、愛媛県産の商品を

必ず 1品以上出展いただきます。

なお、愛媛県産水産物の加工品には、主たる原材料が愛媛県産であるものを含みます。

③ 出展に係る必要経費を負担できること。

ブースの基本費用は愛媛県が負担しますが、その他の費用については、各出展者に負担

いただきます。

【愛媛県が負担して用意するもの】
・愛媛県ブースの出展料金
Lブニスの基本造作及び共通装飾 (社名板を含む)

口試食用手洗い設備:(■式)共 用
―  ・食品ス トッカー (冷蔵 l冷凍) 共用

【出展者が負担する費用】※下記金額は税抜き
・出展者負担金 (140i000円 )

H出展小間で使用する備品のレンタル料 (テーブル、椅子、陳列ケース等)

日電気工事費及び電気代等 (100V電源使用で約 15,000円 )

上出展者の交通費、宿泊費
・出展商品に係る費用 (サ ンプル費用、送料等)

・その他、各出展者が独自に行う営業等に必要な費用

④ 愛媛県が実施する出展者アンケT卜等 (事後の成約状況調査を含む)に回答いただけるこ

と。

⑤ 県税等の未納がないことも

⑥ 県その他行政機関から行政指導等を受けている場合、出展申込書提出又は応募期限のいず

れか早い日まで1子 、改善がなされていること。

⑦ 会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立て、民事再生法に基づく民事再生手続き開始

の申し立て、及び破産法に基づく破産手続き開始の申し立てがなされていないこと。

③ 暴力回員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3年法律第 77号 )第 2条第 2項

に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者ではないこと。



(4)応募方法

① 応募期限

② 応募方法

③ 提 出 先

令和 6年 4月 25日 (木)17:00【必着】

別紙「出展申込書」に必要事項を記入のうえ、郵送、持参又は Eメ ールにより

提出してください。
・紙 (郵送、持参)での申し込みの場合、代表者印を押印のうえ、ご提出くだ

さい。                  、
ロメールで提出する場合は、題名を『シーフー ドショー愛媛県ブエス出展申込』

とし、宛先を、県担当者、県担当上席者、申請者の事務担当上席者としてく
ださい。「また、出展申込書に、申請者の事務担当上席者の職 '氏名及び連絡
先を記入してください。

〒790-8570 松山市一番町 4丁目牛2

愛媛県農林水産部水産局漁政課 企画流通係    ィ

【メールア ドレス】

県担当上席者 (漁政課主幹)nakajima-9憔 isatOOpref.ehime.lg.」 p

県担当者 (企画流通担当係長) suzuki― katsuaki@pref.ehime.lg.jp

(5)出展者の決定等

i① 出展者の決定           ■

上記 2募集内容 (3)出 展条件並びに次の事項を考慮して愛媛県で出展の可否決定をいた

します。なお、決定結果についての異議申し立ては認めない。
・出展商品のバランス

※原魚.一次力騒工品、二次力覆工品の/ドラシス憾 だ、″′正方法のノドグ=エション親
・出展商品の商品力

※新商品、働 序ι〕商品、2の商品とのだガ/ノたカド明謄な誘 など翔夕方 ι声九
・愛媛県産水産物の取扱い状況

※愛媛県産水産惨 i力風工晶を含を`ジの取扱ι〕

"鯵
ι〕事業を効勅比 声九

日過去の販売実績と流通販売力  `                、

・事業者としての信頼性
・出展に係る他団体からの補助等の有無

※他の団体からの捕助を又雇/ナなι〕義業者 を優先 ι声九

② 愛媛県ブースでの配置の決定

愛媛県ブース内での各出展者の配置については、出展商品のパランスなどを考慮 して愛

媛県で決定いたします。

③ 出展才Jヽ間数                                ｀

愛媛県ブース内での出展小間数は、各出展者原則 1小間です。   ャ

ただし、出展商品の数などから、2小間以上のスペTス が必要な場合には、追加分の費

用 (出展料t基本造作費、共通装飾費を含む。)を出展者に実費負担いただき、小関数を増

やすことができます。
2小間以上の使用を希望する場合には、申込書に希望小関数を記載してください。なお、

'出 展希望者が多数の場合、ご希望に添えない場合がありますので、ご承知おきください。

【問合せ先】             `
愛媛県農林水産部水産局漁政課 企画流通係 鈴木

電話 089-912-2606
E―mail  suzuki―katsuaki@pref.ehime. lg 」p

愛媛県東京事務所 えひめブランド推進課 小寺

電話 070-4027-3910

E―mail  kodera― noboru@pref.ehime lg.jp     ヽ


